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＜平成 31年度の基本方針＞  

地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核として 

 

現在、国は、高齢化と人口減少や複雑・多様化した福祉ニーズを背景に、地域住民一人ひ

とりの支えあい・助け合いにより誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを進める「我

が事・丸ごと地域共生社会」の考え方を示し様々な取り組みを進めている。 

 

 国の「我が事・丸ごと地域共生社会」の考え方は、北区社会福祉協議会が今まで地域の皆

さまと取り組んできた地域福祉の推進、「福祉のまちづくり」と軌を一にするものである。 

 

 今こそ、北区社会福祉協議会が地域福祉推進のネットワークの中核として、そのコーディ

ネート力を発揮する時である。 

 

 平成31年度は、「第４次地域福祉活動計画」の初年度となることから、計画策定を広く

周知するため、様々な機会を捉えて積極的に地域に出向き、計画の理念や、今後の事業展開

を丁寧に説明し、北区社会福祉協議会の目指す「福祉のまちづくり」をより深くご理解いた

だき、幅広い層の方々から活動への協力を得られるように努める。 

 

 また、計画策定の際のインタビューや社会福祉法人部会幹事会では、社会福祉法人が地域

公益活動を行う際に、地域の団体や資源とつながるきっかけを模索しているという意見があ

った。そのため、社会福祉法人部会の取り組みとして、地域の団体や資源とつながるための

情報交換や協議の場を設けていく。  

 

 小地域を基盤とした地域福祉活動の推進では、東十条・神谷地区及び桐ケ丘地区でのコミ

ュニティソーシャルワーカーの活動成果報告会を８月に開催し、今後のコミュニティソーシ

ャルワーカーの配置拡大を目指す。また、子どもの貧困・孤立対策では、課題を共有し、課

題解決に向け連携・協働して取り組む「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」を設

立し、事務局を担う。さらに成年後見制度については、引き続きＰＲに努めるとともに、成

年後見制度利用促進法の施行など国の動向を注視し、新たな仕組みに対応できるように検討

する。 

 

 北区社会福祉協議会の財政基盤の強化では、既存の基金・積立金を見直し、以前より提案

していた「（仮称）北区子ども・若者応援基金」と「（仮称）地域共生基金」の２つの基金

創設に向け、継続的に取り組む。また、社会課題解決のための資金調達にあたっては、北区

社会福祉協議会が地域福祉推進のネットワークの中核としての力を発揮し、北区における明

確な地域での課題や有効な解決策を提示し、共感から支援をえられるような仕組みづくりを

行えるように検討する。 

 



 

 
 

平成 31年度 重点的な取り組み 

重点 1 小地域を基盤とした地域福祉活動の推進 

○東十条・神谷地区（平成 27 年度～）及び桐ケ丘地区（平成 30 年度～）にお

いて、専任のコミュニティソーシャルワーカーを配置し、既存の制度やサービ

スだけでは対応が困難な地域の福祉課題に対して、その解決のための「個別支

援」及び地域住民と福祉課題を共有しながら、共に福祉課題を解決・予防して

いくための「地域支援」に取組んできた。この 2地区での成果を踏まえ、さら

なる配置地区の拡大を目指し、今年度は CSWの活動を中心とした小地域福祉

活動の取組み状況を発信する「CSW活動報告会」を実施する。 

○昨年度に設置した志茂地区の小地域活動拠点について、高齢者あんしんセンタ

ーや地域団体との連携による取り組み事例を増やしていく。 

 

重点２ 「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」の設立 

         及び 「（仮称）北区子ども・若者応援基金」の設置 

○「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」の設立 

・「子どもたち・若者たちを応援する北区」をめざし、区内で子ども・若者を

支援する活動に携わるさまざまな団体や関係機関とともに、「（仮称）北区

子ども・若者応援ネットワーク」を設立し、事務局を担う。 

   ＜キックオフイベントの実施＞   

平成31年5月27日（月）1４：０0～16：00 北とぴあ飛鳥ホール 

・ネットワークでは、ネットワーク会議、研修事業、社会資源情報の収集と分

析、活動団体とボランティアなどの活動支援とのコーディネート、広報・啓

発事業などを行う。 

 

○「（仮称）北区子ども・若者応援基金」の設置 

 北区の子ども・若者の体験・経験を拡げ、子ども・若者への支援活動に携わる

団体等への支援やネットワークの推進などに資金を活用する「（仮称）北区子

ども・若者応援基金」を設置し、広く寄付・支援を呼びかける。 

 

重点３ 成年後見制度活用推進及び後見人等支援の取り組み 

〇制度理解を促進するために、きたふくし等広報媒体を活用してＰＲを行う。 

〇社会貢献型後見人の養成から受任の一貫した仕組みづくりに向け区と協議をす

すめる。 

〇成年後見制度利用促進法の施行にともない検討されている制度活用のための新

たな仕組みに対応するための検討を行う。 

〇制度利用促進や後見人支援のために各種専門職組織との連携を強化する。 



 

 
 

〇２か所のぷらっとほーむや谷田橋サロン、しもぞうハウスなどの地域拠点を活

用した住民への制度周知や相談活動を推進する。 

 

重点４ 社会福祉法人による地域公益活動推進の支援 

〇区内の社会福祉法人の社会福祉法人部会への参加促進を図る。 

〇社会福祉法人の地域公益活動推進のための情報交換や協議の場を設ける。 

〇近接する法人同士や地域組織等との協働を促進するためのコーディネートに取

り組む。 

 

重点 5 財源確保の取り組み 

○北社協への寄付の拡大を目指し、遺贈や新しい寄付の仕組みを検討し、財源確

保に努める。  

○会員増へ向けた取り組みを行い、財政基盤を強化する。 

〇既存の仕組みでは資金確保が困難な新しい課題や取り組みに対する寄付の受け

皿を整備するとともに法人運営の資金獲得を目指す。 

〇赤い羽根、歳末たすけあい共同募金運動の事務局を引き続き担うことで、北区

における地域福祉活動の重要な財源の確保を目指す。 
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地域福祉・ボランティア活動推進担当 

地 域 福 祉 係 
  

  

 

 
友愛ホームサービス担当 

  

  介護予防拠点施設 

「ぷらっとほーむ桐ケ丘」   

  介護予防拠点施設 

「ぷらっとほーむ滝野川東」   
    

権利擁護センター「あんしん北」 
 

 
自立支援担当 

生 活 困 窮 者 
自 立 支 援 係 

 
   
福祉資金担当 

 



 

 
 

各係の事業・業務担当 
 

係名・担当名 担当する事業・業務等 

管理係 

 企画担当 事業企画、広報、会員会費制度・寄附に関する業務、   

法人支援・連絡調整、職員研修 など 

法人運営担当 理事会・評議員会運営、人事労務管理、財務会計、庶

務・事務所環境整備、岸町ふれあい館運営、第三者委

員に関すること など 

視覚障害者 

ガイドヘルパー派遣担当 

視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 

（障害者総合支援法に基づく事業／北区基準該当事業所） 

要介護認定調査担当 介護保険要介護認定調査事業 

（指定市町村事務受託法人） 

地域福祉係 

 地域福祉・ボランティア活動

推進担当 

小地域福祉活動の展開・推進、地域ささえあい活動な

ど地域福祉ボランティア活動の推進、区内2地区での

コミュニティソーシャルワーク活動、ハンディキャブ

運行事業、車いす貸出事業、紙おむつ支給事業、災害

見舞金支給事業など各種地域福祉事業 

友愛ホームサービス 友愛ホームサービス事業の運営、地域包括ケアシステ

ムに係ること及び関連事業サービス等の開発など 

ぷらっとほーむ桐ケ丘 介護予防拠点の運営（指定管理者） 

ぷらっとほーむ滝野川東 介護予防拠点の運営（指定管理者） 

権利擁護センター「あんしん北」 

 福祉サービス利用援助事業、権利擁護に関する総合相談、苦情受付窓口、成年後見

制度に係る総合相談、成年後見制度の推進 

生活困窮者自立支援係 

 
自立支援担当 

生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業、

子どもの貧困・孤立対策 

 福祉資金担当 生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付、

たすけあい資金貸付事業、緊急援護金貸付・支給事業 

 

 



 

 
 

各事業実施計画 
 
事業区分：社会福祉事業 
拠点区分：地域福祉推進事業 

 

１．法人運営事業 

（１）組織運営事業  

① 法人運営の強化 

・社会福祉法および定款の定めにより理事会、評議員会を開催し、役員、評議員に

よる協議と意思決定に基づく法人運営を行う。 

・各種規定等を社会情勢にあわせて見直しを行う。 

・遺贈や企業等との連携による新しい寄付の仕組みを検討し、北社協の運営や地域

福祉の推進をささえる財源確保に努める。 

② 事務局運営の強化 

 ・事務局組織の円滑な運営を進めるため、事業の見直しを行う。 

 ・組織内の情報共有のための環境整備、各種業務システム等の整備を行う。 

・職員の研修計画を策定し、職員の総合的な能力の向上を図る。 

・城北4区（荒川、台東、文京、北）の社協と連携し、情報交換、職員研修等を行

うことで、広域での社協活動について研究する。 

③ 会員制度の見直し、検討 

 

（２）調査・研究・企画・広報事業  

・地域生活課題が多様化する中、住民が主体となって住みよい地域づくりをすすめ

るための活動計画として、平成31年度からの５ヵ年計画である第4次地域福祉

活動計画を策定し、さまざまな手段を講じて周知に努める。 

・「きたふくし」を年6回発行し、地域福祉活動の紹介や社協事業を積極的に PR

するなど社会福祉の理解促進を図る。 

・ホームページや Facebookを活用し、地域の福祉活動団体等の紹介、福祉制度

に関する情報の提供など、内容の充実を図る。 

・ふるさと北区区民まつりや障害者作品展などに参加し、社協の PRに努める。 

・町会自治会や PTA、地域サークルなど地域の会合に出向き、社協の事業説明や

福祉情報の提供など、出前講座を積極展開する。 

 

（３）連絡調整事業  

・「社会福祉法人部会」への区内社会福祉法人のさらなる参加を呼びかけ、地域公

益活動の実践について研究し、取り組みや情報を共有し、実践につなげる。 

・町会自治会や民生委員・児童委員などの地域住民、地域でささえあい活動に取り

組む地域住民、福祉事業や医療・保健などの関連事業に携わる法人や団体が、互

いに知り合い、ともに活動に取り組めるようにネットワークづくりに努める。 

・ 区内の福祉人材の確保として福祉のしごと総合フェアを開催（年3回）する。 

・人材定着支援として福祉事業所職員向け研修を実施する。 

 

 



 

 
 

（４）災害対応に関する事業  

・東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発

生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための検討をすすめる。 

・平成26年度に「災害時等における相互協力に関する協定」を締結したいわき市

社会福祉協議会（福島県）、前橋市社会福祉協議会（群馬県）と、災害時の円滑

な相互協力体制を確保するために、平常時からの相互協力を進める。 

 31年度は、3社による合同研修を前橋社協で実施する。（2020年1月頃） 

・城北４区の社協等で締結した災害時相互支援協定に基づき、日常的な情報交換、

職員の合同研修、災害対応関係者等とのネットワークづくりなどに取り組む。 

・大規模災害等が発生した際に、災害ボランティアセンターの運営、緊急貸付など

の支援活動として職員を積極的に派遣するための体制整備を行う。 

 

（５）岸町ふれあい館の管理運営（北区より受託）  

    平成19年3月より北区から管理業務を受託している岸町ふれあい館について、適

正かつ円滑な運営を図る。      

 

 

２．地域福祉事業 

（１）小地域を基盤とした地域福祉活動の展開  

東十条・神谷地区（平成27年度～）及び桐ケ丘地区（平成30年度～）において、

専任のコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域の個別課題の解決のための支

援とともに、住民主体の小地域福祉活動の展開にむけて住民懇談会や学習会などを通

じて地域住民と福祉課題を共有しながら、福祉課題を解決・予防していく地域支援に

取り組む。 

（２）地域福祉活動推進体制の強化  

地域の「孤立予防」「見守り機能」強化を目的に、多くの住民が地域課題を共有で

きるテーマを中心とした地域福祉懇談会を開催する。 

（３）民生委員・児童委員協議会、町会自治会との連携強化による地域課題の把握 

出前講座等のプログラムを活用し、町会自治会の会合へ出向く機会を積極的につく

り、地域課題の把握に努める。 

（４）地域福祉活動拠点の独自設置 

地域の中で、様々な人が気軽に立ち寄れる地域福祉活動の拠点を独自に設置し、地

域福祉活動の推進や孤立の防止等をはかる。 

①サロン縁じょい田端駅通り商店街 月・水・金曜日（田端駅前通り商店街事務所） 

    ②志茂地区小地域活動拠点（愛称：しもぞうハウス） 戸建て住宅を借り上げ、「多

世代共生および地域の交流・助け合いの拠点」として、地域団体に活動場所とし

て貸出し。 

（５）孤立しがちな人を地域住民とともに支えるプログラムの実施 

新たな訪問傾聴活動のモデル実施 

「おべんとご一緒サービス」のこれまでの事業を見直し、傾聴グループ、高齢者あ 

んしんセンターとの協働による食事を伴わない訪問傾聴活動をモデル的に実施す



 

 
 

る。 

なお、「おべんとご一緒サービス」については、段階的に上記事業に移行していく。 

（６）生活支援コーディネーター業務（北区より受託） 

北区全域を対象とする第1層の生活支援コーディネーターとして、行政担当者、各

地域包括支援センターに配置されている第2層の生活支援コーディネーターと共に、

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域におい

て、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート業務を行う。 

   

（７）地域福祉を担う人材を育てる福祉教育プログラムの実施  

・区内小中学校の児童・生徒や地域住民に向けて、当事者や福祉施設、関係団体等

と連携、協力し、福祉教育プログラムを実施する。 

・これまでプログラムに関わった講師など、福祉教育に関わる個人、団体等と連携

し、より良い福祉教育プログラムの提供を目的とした意見交換、情報交換を行い、

福祉教育プログラムを広げるネットワークの形成を図る。 

（８）ひとり親家庭の交流事業の実施（子ども支援担当）  

・ひとり親家庭の孤立を防ぎ、ともに支えあえるネットワークづくりを目的とし

て、親子で参加できるレクリエーション事業等を企画・実施する。 

・ひとり親家庭の親子を対象とした親子交流プログラムを実施する。 

 

 

3．在宅福祉事業 

（1）友愛ホームサービス事業  

・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などの

ため援助を必要とする方、ひとり親家庭などを対象に、区民であるサポートスタ

ッフが家事援助などのサービス提供を行う、住民同士のささえあいを基礎とした

在宅有償サービスを実施する。 

・サービスの担い手であるサポートスタッフの養成を行う。 

（2）ちょこっとささえ愛サービス  

おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため

援助を必要とする方などを対象に、区民である「ちょこっとスタッフ」が専門的でな

く、緊急性のない、単発的なちょっとした困りごとに対する支援をするサービスを実

施する。 

（3）ハンディキャブ運行事業  
車イス利用者、または移動に寝台等が必要な方に電動リフト付ワゴン車、スロープ

付ワゴン車、スロープ付軽自動車各1台（計3台）の貸出を行う。 

（4）車イス貸出事業 

区内在住で、けがや病気、介護保険等利用申請中の方など一時的に車イスを必要と

する方に無料で車イスの貸し出しを行う。 

（５）紙おむつ支給事業  

①介護保険の要介護度認定が要支援1から要介護3までの方（要介護3の方は、申請



 

 
 

時74歳以下であること）② 65歳以上で、常時おむつを必要とする方に、歳末たすけ

あい募金を財源に、3カ月間おむつを支給する。 

（6）財産保全サービス  

おおむね65歳以上の高齢者、知的及び精神障がい者で、独居または対象者のみの世

帯の方を対象に、通帳、証書等重要書類の預かりを行う。 

 

 

４．地域福祉・ボランティア活動推進事業 

（1）地域ささえあい活動団体に対する支援  

・活動立上げ、運営に関する相談支援 

・広報支援 

・情報提供、研修機会提供、地域包括支援センターとの連携 

（2）地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出  

    ・北区内外のささえあい活動関係者との交流会の開催 

    ・ささえあいフェスタの開催  

（3）地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供  

    ・ささえあい活動ガイドの発行 

    ・ささえあい新聞の発行 

    ・活動現場訪問、取材活動の強化 

（4）地域福祉ボランティアの発掘・育成及び支援 

地域福祉の担い手となる人材の発掘・育成や活動定着の促進など福祉活動を支える

ボランティア関連事業を実施する。  

（5）災害ボランティア活動等に対する取り組み  

・災害ボランティアセンターの広報、啓発をイベントやＳＮＳなどで実施する。 

・東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発         

生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための検討をすすめる。 

・災害ボランティアコーディネーター研修への職員の参加を推進する。 

（6）おちゃのこ祭祭2019の開催 

福祉のまちづくりのためのネットワークづくりを目指して、おちゃのこ祭祭を開催

する。 

開催日：2019年6月8日（土）、9日（日） 

 

 

５．助成事業  

「歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業」を通して、地域で活動する団体を支援し、地

域福祉の推進を図る。助成の区分は以下の通り。 

① 地域ささえあい活動団体助成（会場費、講師料、広報費、物品購入費） 

② 障がい当事者団体助成 

③ 団体立ち上げ助成 

④ 夢ひろげ助成 



 

 
 

６．地域福祉権利擁護事業 

（１）福祉サービス利用援助事業  

判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等を対象に、以下のサービスを、

専門員による相談援助、生活支援員による定期支援により提供する。 

① 福祉サービスの情報提供、助言 

② 福祉サービスの利用手続の援助 

③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助 

④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助 

⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助 

⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス 

 

 

７．権利擁護センター事業 

（１）総合相談事業  

・弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する。 

・専門相談の利用促進のため出張相談等を促進する。 

（２）成年後見制度利用支援事業  

・制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する。 

・弁護士による専門相談を実施する。 

・成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する。 

・区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を実施する。 

（３）苦情対応機関の設置 

・福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サー

ビス苦情調整委員が対応する。 

・苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及・啓発を図る。 

・福祉事業所における苦情対応支援のための研修会等を開催する。 

（４）講演会の開催および広報・ＰＲ  

「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、     

成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普 

及・啓発を図る。 

（５）成年後見活用あんしん生活創造事業 

成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創

造事業」の推進機関として事業を実施する。 

①  運営委員会の設置  

弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、

成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営

を図る。 

②  後見人サポート 

・親族後見人等を支援するため、弁護士等による専門相談を実施する。 

・後見人等の業務に関する知識の習得等を目的にした研修会を開催する。 



 

 
 

③  地域ネットワークの活用 

成年後見制度の円滑運営を図るため、関係機関との連絡会を開催し連携強化を図る。 

 

④ 社会貢献型後見人の育成 

  東京都の事業である後見人等養成研修修了者を「後見活動メンバー」として登録し、

フォローアップ研修等によりスキルアップを図る。 

 

⑤ 社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による後見監督

の実施 

・区内特別養護老人ホーム等に対する成年後見利用状況等に関する調査の実施 

・モデルケースでの登録者の社会貢献型後見人受任の推進 

・モデルケースでの北社協の後見監督受任の推進 

・社会貢献型後見人養成講習実施に向けて区と協議、検討 

 

 
８．視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業  

（障害者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス） 

 ・北区から介護給付及び同行援護の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい

者を対象に、ガイドヘルパーの派遣を行う。 

・ガイドヘルパーに対する研修を実施する。 

 

 
９．生活困窮者自立支援事業（北区からの受託事業） 
  生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を対象に、自立相談支援、家計相談支援、

子どもの学習支援及び住居確保給付金の相談・受付を行う。 

 地域関係諸団体・機関や関連事業を行う NPO、区内に事業所を有する社会福祉法人等

との連携、新たな社会資源の開発に取り組むことで、きめ細やかな支援を実施する。 

 

（1）子どもの貧困・孤立対策事業の展開 

① 学習支援団体の立ち上げ支援（北区受託事業） 

生活困窮者自立支援事業の任意事業である子どもの学習支援事業として、地域住民、

学生ボランティア、教員ＯＢ等に働きかけ子どもたちの居場所を兼ねた学習支援教

室の立ち上げを支援するとともに、各教室を運営する団体に対し、活動及び運営の

支援を行う。 

平成30年度までに活動中の5教室に加え、31年度は新規に2ヵ所立ち上げる。 

② 「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」の設立（一部北区受託事業） 

・「子どもたちが、将来自分の力で生きていくことができるように応援する社会」を

めざし、区内で子どもを支援する活動に携わるさまざまな団体や関係機関等とも

に、子どもの貧困・孤立に係る課題、課題解決に向けた目標を共有し、ともに取

り組む、「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」を設立する。 

・「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」キックオフイベントの実施。 

  平成31年5月27日（月）1４：０0～16：00 北とぴあ飛鳥ホール 



 

 
 

・「（仮称）北区子ども・若者応援ネットワーク」で、情報や知識、人材、財源など、

さまざまな資源を共有するための仕組みづくりに取り組むとともに、活動への支

援の輪が拡がるよう、地域住民や企業、商店等への働きかけを行う。 

③ 学習支援団体、子ども食堂等子ども支援団体に対する活動支援 

・子どもを支援する活動に携わる団体等を増やし、また、活動に携わる団体が円滑

に運営し、充実した活動を展開できるように、広報・啓発、立ち上げ支援、運営

支援、活動の支援を行う。 

・活動・運営支援の一環として、合同研修会や情報交換会などを実施する。 

  ④ 「北区子ども食堂ネットワーク」の運営支援（北区受託事業） 

    平成29年6月に設立された「北区子ども食堂ネットワーク」の運営を支援し、子

ども食堂活動を支援したい人とのコーディネートをする。 

 

 

（２）ひとり親家庭の交流事業の実施（再掲） 

・ひとり親家庭の孤立を防ぎ、ともに支えあえるネットワークづくりを目的として、

親子で参加できるレクリエーション事業等を企画・実施する。 

・ひとり親家庭の親子を対象とした親子交流プログラムを実施する。 

  

 
10．生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業） 

・低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定を目的に資金の貸付の相談・受付 

を行う。 

・教育支援資金の貸付相談において、受験生チャレンジ支援貸付に関する相談と一体

的に相談を受けることにより、子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な

相談援助を行う。 

 

 

11．受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（北区からの受託事業） 
・低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学等の受験費

用の貸付の相談・受付を行う。 

・教育支援資金貸付に関する相談と一体的に相談を受けることにより、子どもの進学

と学費、奨学金等についての包括的な相談援助を行う。 

・受験生チャレンジ支援貸付事業について周知を図り、対象世帯が事業の利用につな

げられるように、また、あわせて奨学金等の情報を提供するために、受験生がいる

世帯や関係者を対象とした説明会を行う。 

 

 

12．緊急援護金貸付・給付事業、たすけあい資金貸付事業  

（１）緊急援護金貸付・給付事業 

北区生活福祉課と連携し、生活保護者やその他の生活困窮者に対する緊急・一時

的な生活費の貸付、住所不定者に対する交通費の貸付・給付を行う。 



 

 
 

 

（２）たすけあい資金貸付事業 

低所得者等を対象に生活の安定と自立向上を目的に資金の貸付を行う。 

 

（３）貸付事業の見直しについて 

     上記（１）、（２）の貸付事業について、これまでの貸付・償還状況、相談内容

の分析を行い、より、相談者の状況にあった貸付制度とするため、連携先である北

区生活福祉課と調整を図り、見直しを行う。 

 

 

 
事業区分：社会福祉事業 
拠点区分：歳末たすけあい運動事業 
１．歳末たすけあい運動事業  

北区町会自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員・児童委員協議会と連携し、

北区の協力を得て実施する。 

・共同募金の理解促進のため街頭募金を実施する。 

・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、

広報の充実を図る。 

 

＜参考＞赤い羽根共同募金 
東京都共同募金会北地区協力会が実施する赤い羽根共同募金の事務局を担い、募金

事務及び配分推せん委員会の運営等を行う。 

・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、

広報の充実を図る。 

 

 
事業区分：公益事業 
拠点区分：介護保険事業 
１．介護予防拠点ぷらっとほーむ桐ケ丘事業   
２．介護予防拠点ぷらっとほーむ滝野川東事業（北区から受託、指定管理者） 

（１）介護予防の普及啓発に関する事業 

   介護予防教室（運動、栄養、口腔機能向上、認知症予防、膝腰痛予防など）の体験 

教室や講座等を実施する。 

 

 （２）地域活動の支援に関する事業 

自主グループ活動の支援や介護支援者・介護予防リーダーなどの研修を実施する。 

 

（３）生活支援サービスの担い手の育成等に関する事業 

介護予防リーダー養成講座、生活支援サービスの担い手発掘講座等を実施する。 

 

（４）介護予防の情報提供及び交流の場に関する事業 

支援者・区民へ情報発信、サロン等を実施する。 

 



 

 
 

 

（５）通所により介護予防及び地域における自立支援に関するサービスを提供する事業 

（一般介護予防通所型サービス事業） 

主に介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者に対し、介護予防を目的として 

通所形態による集団的なプログラムによることを基本とし、地域包括支援センターに  

より対象者ごとに作成される介護予防プラン（わたしの目標管理シート）に基づき実

施する（週1回）。 

 

３．要介護認定調査事業 （北区からの受託事業） 

北区からの委託を受け、介護保険要介護認定調査を行う。 

       

 

事業区分：収益事業 

拠点区分：自動販売機設置事業 

１．自動販売機設置事業  

（１）公共施設における自販機設置・管理 

     ①北区役所第2庁舎横設置の自動証明写真機 

     ②荒川治水資料館設置の自動飲料販売機 

 

（２）企業等の協力により設置された自販機による寄付等 

     平成29年より開始した、越野建設株式会社様の協力により工事現場に設置された

自動飲料販売機の売り上げの一部をご寄付いただく収益事業を行う。 
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